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 （訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2023年３月 23日に発表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」に、一部訂正すべき事項がござい

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

別紙の記載内容に一部訂正すべき事項があることが判明したため、訂正するものであります。 

 

２． 訂正箇所 

訂正箇所は以下のとおりです。なお、訂正箇所には網掛けを付して表示しております。 

 

（訂正前；訂正条文のみ記載しております）              （下線部は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす

る。 

１. 下記の製品の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

(１) 生理用ナプキン、紙オムツ、母乳パ

ッド、ベッド用シート、マスク等の衛

生用品製造機械 

(２) 医療機器・医療機器中間材料等製造

機械 

(３) ペットケア用品製造機械 

(４) 繊維機械、紙パルプ機械、紙工機

械、印刷機械、計数機械、包装機械、

各種車両・運搬機械、医療機械、その

他各種産業用および一般用機械機器装

置 

２. 古物の売買、修理・加工、流通、受委託販

売、レンタル・リースおよび輸出入 

３. 不動産の賃貸、売買および管理 

（目的） 

第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす

る。 

１. 下記の製品の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

(１) 生理用ナプキン、紙オムツ、母乳パ

ッド、ベッド用シート、マスク等の衛

生用品製造機械 

(２) 医療機器・医療機器中間材料等製造

機械 

(３) ペットケア用品製造機械 

(４) 繊維機械、紙パルプ機械、紙工機

械、印刷機械、計数機械、包装機械、

各種車両・運搬機械、医療機械、その

他各種産業用および一般用機械機器装

置 

２. 古物の売買、修理・加工、流通、受委託販

売、レンタル・リースおよび輸出入 

３. 不動産の賃貸、売買および管理 



現 行 定 款 変 更 案 

４. 電気および熱の供給 

５. 労働者派遣事業 

６. 金融業、総合リース業 

７. 倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事

業、貨物運送取扱事業および旅行業 

８. 一般廃棄物および産業廃棄物の処理、リサ

イクル設備の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

９. 前各号の事業に付随する原材料、製品、装

置、システムおよびソフトウエアの設計、

開発、製造、販売、据付、修理ならびにそ

れらの指導 

１０. 前各号の事業に付随する原材料、製品お

よび副産物の輸出入 

１１. 前各号に付随する一切の業務 

 

４. 電気および熱の供給 

５. 労働者派遣事業 

６. 金融業、総合リース業 

７. 倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事

業、貨物運送取扱事業および旅行業 

８. 一般廃棄物および産業廃棄物の処理、リサ

イクル設備の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

９. 介護保険法に基づく居宅サービス事業、第

一号事業、地域密着型サービス事業、居宅

介護支援事業、介護予防サービス事業、地

域密着型介護予防サービス事業 

１０. 前各号の事業に付随する原材料、製品、

装置、システムおよびソフトウエアの設

計、開発、製造、販売、据付、修理ならび

にそれらの指導 

１１. 前各号の事業に付随する原材料、製品お

よび副産物の輸出入 

１２. 前各号に付随する一切の業務 

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議

長となる。取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順

序により他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、あらかじめ取締役会において定め

た取締役がこれを招集し、議長となる。た

だし、当該取締役に事故があるときまたは

これが欠けたときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により他の取締役がこ

れに当たる。 

（社外取締役との責任限定契約） 

第27条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、社外取締役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 

 

（非業務執行取締役との責任限定契約） 

第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、取締役（業務執行取締役であるもの

を除く。）との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

（監査役会の招集通知） 

第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし、緊急

のときは、この期間を短縮することができ

る。 

（監査等委員会の招集通知） 

第30条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員

に対し、会日の３日前までに発する。ただ

し、緊急の時は、この期間を短縮すること

ができる。 



現 行 定 款 変 更 案 

２．監査等委員全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査等委員会を開催す

ることができる。 

（事業年度） 

第36条～第39条  （条文省略） 

（事業年度） 

第32条～第35条 （現行どおり） 

 

（訂正後） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

（目的） 

第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす

る。 

１. 下記の製品の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

(１) 生理用ナプキン、紙オムツ、母乳パ

ッド、ベッド用シート、マスク等の衛

生用品製造機械 

(２) 医療機器・医療機器中間材料等製造

機械 

(３) ペットケア用品製造機械 

(４) 繊維機械、紙パルプ機械、紙工機

械、印刷機械、計数機械、包装機械、

各種車両・運搬機械、医療機械、その

他各種産業用および一般用機械機器装

置 

２. 古物の売買、修理・加工、流通、受委託販

売、レンタル・リースおよび輸出入 

３. 不動産の賃貸、売買および管理 

４. 電気および熱の供給 

５. 労働者派遣事業 

６. 金融業、総合リース業 

７. 倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事

業、貨物運送取扱事業および旅行業 

８. 一般廃棄物および産業廃棄物の処理、リサ

イクル設備の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

９. 前各号の事業に付随する原材料、製品、装

置、システムおよびソフトウエアの設計、

開発、製造、販売、据付、修理ならびにそ

れらの指導 

１０. 前各号の事業に付随する原材料、製品お

よび副産物の輸出入 

１１. 前各号に付随する一切の業務 

 

（目的） 

第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす

る。 

１. 下記の製品の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

(１) 生理用ナプキン、紙オムツ、母乳パ

ッド、ベッド用シート、マスク等の衛

生用品製造機械 

(２) 医療機器・医療機器中間材料等製造

機械 

(３) ペットケア用品製造機械 

(４) 繊維機械、紙パルプ機械、紙工機

械、印刷機械、計数機械、包装機械、

各種車両・運搬機械、医療機械、その

他各種産業用および一般用機械機器装

置 

２. 古物の売買、修理・加工、流通、受委託販

売、レンタル・リースおよび輸出入 

３. 不動産の賃貸、売買および管理 

４. 電気および熱の供給 

５. 労働者派遣事業 

６. 金融業、総合リース業 

７. 倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事

業、貨物運送取扱事業および旅行業 

８. 一般廃棄物および産業廃棄物の処理、リサ

イクル設備の設計、開発、製造、販売、据

付および修理ならびにそれらの指導 

９. 介護保険法に基づく居宅サービス事業、第

一号事業、地域密着型サービス事業、居宅

介護支援事業、介護予防サービス事業、地

域密着型介護予防サービス事業 

１０. 前各号の事業に付随する原材料、製品、

装置、システムおよびソフトウエアの設

計、開発、製造、販売、据付、修理ならび

にそれらの指導 



現 行 定 款 変 更 案 

１１. 前各号の事業に付随する原材料、製品お

よび副産物の輸出入 

１２. 前各号に付随する一切の業務 

第２章 株式 第２章 株式 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議

長となる。取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順

序により他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、あらかじめ取締役会において定め

た取締役がこれを招集し、議長となる。た

だし、当該取締役に事故があるときまたは

これが欠けたときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により他の取締役がこ

れに当たる。 

（社外取締役との責任限定契約） 

第27条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、社外取締役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 

 

（業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約） 

第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額と

する。 

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査等委員会 

（監査役会の招集通知） 

第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし、緊急

のときは、この期間を短縮することができ

る。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第30条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員

に対し、会日の３日前までに発する。ただ

し、緊急の時は、この期間を短縮すること

ができる。 

２．監査等委員全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査等委員会を開催す

ることができる。 

第６章 計算 第６章 計算 

第36条～第39条  （条文省略） 第32条～第35条 （現行どおり） 

 

以上 


